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・滋賀県都市計画基本方針の 「主な拠点」について、役割や機能などを踏ま
えた分類を進めることについて

・拠点連携型都市構造の実現をより一層効率的かつ持続的に進めるため、
「主な拠点」を「広域拠点」や「地域拠点」に分類するなど、階層的な「拠点」
の設定について、今後市町のご意見も踏まえながら検討を進めていく。

01 提案に対する県の考え方

論点①

・拠点連携型都市構造の推進、市町村を越えた鉄道沿線の広域連携に向け
て、滋賀県に期待する役割について

・まちづくりの主体は住民に最も身近な市町であり、市町を越えた広域的な
連携にあたっても、市町間で共同・連携して進めることが重要。
その上で、関係市町で協議・調整が円滑に進み、「広域的な立地適正化の
方針」(以下、「広域立地適正化方針」という）の策定等が進むよう、県も積
極的に支援、参画していく。

論点②
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02 広域的なまちづくり
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○滋賀県およびその周辺の将来構想も含めた新たな広域的な交通軸も踏まえて、
今後20年～30年後の広域的なまちづくりを考えていくことが重要。

＜凡例＞
主要鉄道駅 新幹線駅（リニア構想含む）
ＪＲ（在来線） 新幹線（ 構想） リニア中央新幹線 私鉄（ 構想）
広域幹線（ 調査中） ＳＩＣ（ 予定） 工業団地（50ha以上） 産業用地（予定）
大学 高専 -2-
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○全国の人口は、平成22 年をピークに減少へと転換し、その後一貫して減少傾向になる見込み。
○滋賀県の人口は、平成25 年頃をピークに、既に減少局面にあるが、全国と比べ、人口減少の
スピードが緩やかなものの、このままのペースが続くと平成27 年に約141 万人であった人口
は、令和12 年には約137 万人（▲2.9％）まで減少、さらに令和27 年には約126 万人
（▲10.6％）まで減少する見込み。

03 全国の人口と滋賀県の人口の動向

滋賀県都市計画基本方針より抜粋
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拠点連携型都市構造のイメージ

滋賀県都市計画基本方針
・概ね２０年後を見据えた本県の都市計画の基本的な方針や広域的な方向性を示す

「拠点連携型都市構造への転換」
・自然を活かしながら、住み、働き、憩うために必要となる様々なサービス機能が集積した多様な
拠点を形成し、それらを公共交通サービスで結ぶ都市構造
・一極集中的な都市構造を目指すものではなく、地域毎に存在する核となる多様な拠点 （市街地の
駅周辺、旧町役場周辺、農山村集落等）に居住や生活サービス機能の誘導を 図るとともに、これ
らの拠点間を鉄道や路線バス等で、拠点外から拠点までは地域に応 じた移動手段で結ぶことに
より、階層的かつネットワーク化した都市構造を形成するもの

04 滋賀県都市計画基本方針（令和4年3月）

方向性１
職住近接のゆとりある生活圏を構築する
ための魅力ある多様な拠点の形成

方向性２
滋賀の成長を支える多様な産業の創出や
利便性の向上に資するまちづくり

方向性３
人や物の円滑な移動や交流を促進する質
の高い交通・道路ネットワークの形成

方向性４
災害リスクを低減し、拠点間の広域的な
連携による相互支援を可能とする安全な
まちづくり

方向性５
滋賀らしい歴史・文化資源、自然資源、
景観を活かし継承するまちづくり

■５つの目指すべきまちづくりの方向性
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滋賀地域交通ビジョン
「誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動ができる、持続可能な地域交通」の構築を目指す。
■自家用車を「使えない人」・「使えない時」でも日々の生活のための移動ができる
■自家用車を「使わない」という選択ができる

05 滋賀地域交通ビジョン（令和6年3月）

滋賀県都市計画基本方針「拠点連携型都市構造」の実現
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誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動ができる、
持続可能な地域交通



06 滋賀地域交通計画（令和８年3月策定予定）

滋賀地域交通計画（素案）
ビジョンの実現に向けたアクションプランとして策定。具体的な施策と財源のあり方を定める。
■人口密度や都市計画等を踏まえ整理した３地域区分ごとに、目指す暮らしを整理
■移動手段の充実により「より良い暮らし」の実現を目指し、４つの実施方針に基づき施策を構築
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滋賀地域交通計画（素案）における事業の考え方
■県は県域全体のグランドデザインを描き、市町は地域内を移動する交通網を主に担うことを想定
■本計画期間中においては、市町が取り組むコミバスの充実・高度化を強力に支援するなど、
二次交通の利便性向上に注力し、地域交通の利用者数を増加させ、JR線等の増便を目指す

07 滋賀地域交通計画（令和８年3月策定予定）
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滋賀地域交通計画に掲げる施策の財源の考え方
■現在のサービスレベルの維持に必要な公費負担額は現行の税収を基盤とした財源で実施
■目指す暮らしの実現のために追加で必要となる公費負担額は現行の税収を基盤とした財源に
加えて新たな税の使途として検討

08 滋賀地域交通計画（令和８年3月策定予定）

a.現在のサービスレベルの維持に必要な公費負担額の概算（年間）

現行の税収を基盤とし
た財源で実施
新たな税の使途として
想定しない

b.目指す暮らしの実現に追加で必要な公費負担額の概算 （年間）

現行の税収を基盤とした
財源に加えて
新たな税の使途としても
検討

※ R3～R7の物価・労務費の上昇率（県土木交通部資料）
1.3倍を見込んで、概算費用を算出
→ 今後のさらなる物価上昇や人件費の高騰に留意が必要

財源の考え方

利用者増により
公費負担額の圧縮につなげる

概算費用
2030年

積極的な情報発信、機運醸成（SNS活用、地域交通利用促進イベントなど） 0.5億円
コミュニティバス、デマンド交通の高度化・再構築 26.1億円
運賃施策（バス運賃の支援、タクシー運賃支援、免許証返納者支援など） 17.4億円
担い手の確保、運転士の魅力発信 1.3億円
バリアフリー、ユニバーサルデザイン化 3.4億円
新モビリティ等導入検討、自動運転実装化 3.2億円
DXの推進（キャッシュレス化、バスロケシステムの活用など） 0.9億円
その他（サブスクリプションの制度研究など） 0.2億円
合計 53.0億円

項目

概算費用
2030年※

地域交通に既に投入されている公費負担額
（鉄道・バス・デマンド交通補助金等） 37.6億円 ー

人口減少等による利用者数の減少や物価上昇等による
公費負担額の増額見込み額 22.2億円 42.2億円

合計 59.8億円

項目
（参考）
2040年代の
増加見込み額

滋賀地域交通計画（素案）に掲げる施策の財源について

国分担額：
8.9～21.7億円

市町分担額：
1.1～13.9億円

県分担額：
24.7～43.0億円

追加で必要な公費負担額の分担額
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09 滋賀県都市計画基本方針の「拠点」について

■県が定める拠点については、現在全て「主な拠点」としている。
■拠点連携型都市構造をより一層効率的かつ持続的に進めるため、広域的なまちづくりが必要であ
り、地域に応じた階層的かつネットワーク化した拠点と公共交通の設定が求められる。

■期待する効果：土地利用のメリハリ化、効率的・効果的な公共投資の促進、民間投資の誘導と促進

階層的な拠点・公共交通のイメージと主な拠点の考え方主な拠点（主要な鉄道駅周辺や市町の中心部）
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10 広域立地適正化方針について

■都市計画と交通計画が連携してまちづくりを進める必要がある。
■立地適正化計画は、住居や都市機能を誘導する計画として市町毎に策定。（県内11市町が策定済）
■広域立地適正化方針は、市町を越えた広域的なまちづくりを推進するのために、
市町間で共同・連携して策定することを基本としている。（県も積極的に支援・参画）

都市計画法
都市再生特別措置法
(立地適正化計画制度)

地域公共交通活性化
再生法

(地域公共交通計画制度)

滋賀県都市計画基本方針
（R４年３月策定）

滋賀地域交通ビジョン
（R6年3月策定）

立地適正化計画

地域公共交通計画

国 県 市町

広域立地適正化方針

滋賀地域交通計画
（R８年3月策定予定）

都市計画マスタープラン

都市計画区域
マスタープラン

一体的に運用

-10- 県、市町が一緒に議論を



11 広域立地適正化方針の事例 国土交通省資料抜粋
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・鉄道駅を中心に、鉄道沿線を軸とした、広域的に連携したまちづくり
・自治体や市民・地域プレイヤーなど、多様な主体が連携し、一丸となってまちづくりを進め、
都市経営・都市サービス面、公共交通サービス面などの都市がかかえる様々な課題に対応していく

１2 鉄道沿線まちづくりとは

情報や課題を共有し、都市の課題解決を共に図る（連携、相互補完、分担）

○互いの地域資源を活かしたひとつの生活圏として課題解決、施策展開、魅力発信
・居住者の転出抑制、生活圏人口の維持
・観光客や関係人口の呼び込み
・新たな圏域での交流・消費需要の活性化

自治体の
メリット

（図：国土交通省 資料より引用）
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・草津線の維持・活性化を主眼とし、県・沿線市町で構成する「滋賀県草津線活性化・複線化促進期成
同盟会」がJR西日本とともに実施
目的
①広域的なまちづくりに向けた方針の策定
②沿線が一体となった「駅を中心としたまちづくり」の実現
③草津線のブランド価値構築

事業内容
①広域まちづくり推進チーム
・沿線を軸とした広域的なまちづくりを実現す
るための具体的な手法の検討

（構成）県・草津市・栗東市・湖南市・甲賀市・JR
西日本

②駅まちデザイン勉強チーム（仮）
・継続的な勉強会として、駅を中心としたまち
づくりや賑わい創出の行政間での共有
・リニア中央新幹線三重県新駅設置を見据えた
草津線への利用者誘因施策の検討等

（構成）県・草津市・栗東市・湖南市・甲賀市・日
野町・伊賀市・JR西日本

リニア中央新幹線三重県新駅

沿線市人口
35.5万人

草津線周辺路線図

13 草津線沿線まちづくり勉強会

※下線団体は、事務局の役割を担う -13-



14 まとめ

■拠点について

■広域連携について

■滋賀地域交通計画について

拠点連携型都市構造の実現をより一層効率的かつ持続的に進め
るため、「主な拠点」を「広域拠点」や「地域拠点」に分類するなど、
階層的な「拠点」の設定について、R８年度中を目途に、市町の意
見も踏まえながら検討を進めていく。
（広域立地適正化方針を策定し、その核となる拠点を「広域拠点」
とすることも一つの考え方。）

まちづくりの主体は住民に最も身近な市町であり、市町を越え
た広域的な連携にあたっても、市町間で共同・連携して進めるこ
とが重要。その上で、関係市町で協議・調整が円滑に進み、「広
域立地適正化方針」の策定等が進むよう、県も積極的に支援、
参画していく。（草津線沿線まちづくり勉強会はR7年度中に立
ち上げ予定）

令和７年度中の策定を目指して、計画期間中に取り組む施策と、
その実施主体、役割分担の考え方について、県、市町、交通事業者
が共有できるよう議論を深めていく。
施策の実施にかかる「県と市町の負担分担」について、丁寧に調
整を行いながら、今後の事業実施に当たって適切に定めていく。
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